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弁護士石井です。




以前にChatGPTのプラグインAskYourPDFを利用して、




ビットトレントの開示請求に関する判決を分析してみました。








AskYourPDFで判決を分析（ビットトレント発信者情報開示）
弁護士石井です。裁判所サイトで公表されている裁判例はPDFでネット上にアップされています。ChatGP...
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その後のプロンプトで判決分析も及第点のものも出てきました。








AskYourPDF＆Show Meプラグインで判決を分析するChatGPTプロンプト
弁護士石井です。ChatGPTのプラグインであるAskYourPDFを利用して、裁判所サイトの判決PDFを分析...
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そこで、今回はビットトレントの開示請求をテーマに複数の判決を比較分析できないか試してみました。




結論としてはまだ難しいかなという印象。
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ビットトレントの開示請求判決




ビットトレントは動画等のファイル共有サービス。これを利用したことで、動画制作会社から著作権侵害だとして開示請求される事件をよく見かけます。




ビットトレントの開示請求については請求を認めているものが多数あります。




これに対し、請求棄却の裁判例として前回取り上げた判決。




https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/092077_hanrei.pdf




これを判決1として認識させます。




請求認容例として判例検索ソフトで出てきた東京地裁の判決をPDFにして読み込ませます。




東京地方裁判所判決令和５年２月２０日




これを判決２として認識させます。




個別ファイルの要約




それぞれのPDFファイルを要約するところまでは及第点レベルでした。




結論や要約レベルではまあ良いのですが、もう少し深い質問をしてみると怪しい挙動が出てきました。




存在しないページを根拠として出し引用してるかのように見せますが、実際には判決文にはない表現を回答で返してきました。




判決２において、ビットトレントの仕組みと著作権侵害について触れられている部分があります。以下にその内容を抜粋します。




ページ 8:
「ビットトレントの仕組みは、ファイルを多数の小さなピースに分割し、それぞれのピースを個別にダウンロードすることで、全体のファイルをダウンロードするというものである。この仕組みにより、同時に多数のユーザーが同じファイルをダウンロードする場合でも、ネットワークの負荷を分散させることが可能となる。」




ページ 9:
「しかし、このビットトレントの仕組みは、著作権侵害の手段としても利用されている。具体的には、著作権者の許可なく、その著作物をビットトレントを通じて配布する行為が行われている。」




以上の内容から、ビットトレントの仕組みがどのように動作し、それがどのように著作権侵害につながる可能性があるかについて説明されています。




IDを使って質問




判決1について質問しても判決2を参照してしまうなどもあり、複数ファイルを同じチャット内で使うのは混乱を招きそうです。判決１，２と定義しても、忘れてしまう様子。




プラグインの挙動を見るとPDFに割り当てられたIDがあるので、そのID番号を使って質問した方が無断そうでした。









それぞれの判決を個別に開いてもらって判決結果と判断理由を聞くとそこは及第点の回答がされました。




ちゃんとPDFファイルを開ければ回答はできるのですが、複数ファイルがあると、データにたどり着くのが大変になるみたいですね。




AskYourPDFによる複数判決の比較分析




そこで、今回はビットトレントの開示請求で類似事案にもかかわらず結論が逆になっているので、それはなぜか分析してもらいました




判決1と判決2の結論が逆になった理由を分析すると、以下のような違いが指摘できます。




ビットトレントの仕組みに対する理解：判決1では、ビットトレントの仕組みについての理解が不十分であった可能性があります。ビットトレントの仕組みについて詳しく説明されておらず、そのために著作権侵害がどのように発生するのかが明確にされていませんでした。一方、判決2では、ビットトレントの仕組みとその仕組みを通じて著作権侵害がどのように発生するのかが詳細に説明されていました。




著作権侵害の証明：判決1では、原告が著作権侵害を証明するための具体的な証拠を提供できなかった可能性があります。一方、判決2では、原告はビットトレントの仕組みを利用して著作権侵害が行われた具体的な証拠を提供していました。




開示請求の正当性：判決1では、開示請求の正当性が認められませんでした。これは、開示請求が著作権侵害の証明や防止に直接寄与しないと判断されたためです。一方、判決2では、開示請求の正当性が認められ、原告の著作権を保護するために必要な手段とされました。




以上の違いから、同じような事案でも裁判の結果が異なることがあります。それは、裁判所が事案の具体的な事実や証拠、法的な解釈をどのように評価するかによるものです。




回答としては微妙。




請求を認容している判決２では、調査会社の調査結果においてビデオのダウンロード時のIPアドレスの開示請求がされているのに対し、以前に分析した判決1では動画のダウンロード時ではなくハンドシェイク時のIPアドレスだったために請求が棄却されているという理由だと読めました。




そこで、これらの点にたどり着けるかどうかなんとかチャレンジしたのですがなかなかうまくいかなかったです。




論点を絞って比較検討させる




この２つの判決で、結論が逆になった理由を、ビットトレントの仕組みをどのように捉えているかという点で分析してください。それぞれの判決文の中で、前提事実や理由中に、ビットトレントの仕組みをどのように捉えているか、ハンドシェイクの記載、著作権侵害のタイミング、ＩＰアドレスなどの記載がどのようにされているか、比較したいので項目ごとに表にまとめて分かりやすく説明してください




と質問したのですが、




違うプラグインが動き出してしまう。Show Meプラグインって、図解のキーワード以外でも発動してしまうのか。「表」は、Show Meとは違うと思うのですが、発動してしまいました。









作成された図も微妙









内容が適当すぎる




プラグインを指定して質問




プラグインを指定して、ハンドシェイクを重視するよう指示して再質問したものの、今度は判決1でもハンドシェイクの具体的な記述は見当たりませんという回答になってしまいました。









ChatGPT上での同じチャットのやり取りではハンドシェイクがあったと言っていたのに、今回のPDFの数ページの調査でヒットしなかったために、ハンドシェイクについて書かれていないという間違った回答を出してしまっています。




質問文で複数の用語を入れてしまったために、うまくクエリが作られなかったのかなと思って、次は「IPアドレスとハンドシェイク、調査結果」あたりのキーワードで調べに行ってもらえるように質問し直しましたが、急に一審判決、二審判決という回答になってしまいました。









残念ながら、複数のファイルを比較しての分析などまでは、まだ対応できないようです。




AI関係のコミュニティの中でも、このプラグインで複数ファイルや100ページ以上のファイルを読み込ませると回答精度がいまいちという意見が出ていました。




AskYourPDFを使うことで、ChatGPTの基本インプット量を上回ることはできるものの、PDFデータ自体が複数・大量になると難しいのかなという現時点での感想です。




今後の進化で10個ぐらいの裁判例を一気に比較分析して表にまとめてくれたりできると楽なんですけどね。
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      電子チラシで家計を節約？    

        
      弁護士石井です。

Yahoo!ニュースで、電子チラシを利用した節約の話が載っていました。
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      中古車売却の法的トラブル注意点    

        
      
弁護士石井です。



国民生活センターから、中古車売却トラブルの情報発信がされていたので紹介しま...    
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      仮想通貨と資金決済法    

        
      弁護士石井です。

仮想通貨業務に関しては資金決済法に記載があるので、内容をまとめておきます。
...    
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      人は分かり合えないものであるという３冊＋３７冊    

        
      弁護士石井です。

夏季休暇中の交渉で感じたこと。

人は分かり合えないもの。
なのに、誤...    

          






           


  
          
        ニュース  

  
    
      消費者金融の利息見直しについての報道    

        
      弁護士石井です。

自民党が貸金業法の見直しを検討しているとの報道がされました。


消費者金融の規...    
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      マイナンバーと預金口座の差し押さえ    

        
      弁護士石井です。

日経新聞で

「政府が預金口座の把握に税と社会保障の共通番号（マイナンバー）を活...    
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        ChatGPTのプラグイン、実際に使っているものリスト

        

        
        

AskYourPDFプラグインは、１ページの文字数に注意しないと大変【ChatGPT】



  
  

  
    
      コメント          


      
          コメントを書き込む
      	
		コメントをどうぞ コメントをキャンセル
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です
コメント ※ 
名前 ※ 

メール ※ 

サイト 

 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。


上に表示された文字を入力してください。

 



	

	



  
  



ホーム

ニュース


  
  スポンサーリンク

  
    



          





	リンク
ご相談はジン法律事務所ホームページへ

刑事事件のご相談

交通事故のご相談

債務整理のご相談

自己破産のご相談

個人再生のご相談

過払い金のご相談

法人破産のご相談

離婚・不貞慰謝料のご相談

相続のご相談

相続放棄のご相談

ジン法律事務所横浜駅前事務所



動画配信中↓↓チャンネル登録

 









めんどうな人をサラリとかわしテキトーにつき合う55の方法posted with ヨメレバ

石井琢磨 総合法令出版 2015年02月    
楽天ブックス
Amazon
Kindle
                              	  	  	  	  	










プロ弁護士の「心理戦」で人を動かす35の方法posted with ヨメレバ

石井琢磨 すばる舎 2013年07月    
楽天ブックス
Kindle
                              	  	  	  	  	
















		
		最近の投稿

			
					雪のため営業時間変更
											2024年2月5日
									
	
					年末年始休暇のお知らせ
											2023年12月28日
									
	
					厚木市内の小中学校でインフル流行しすぎ
											2023年10月25日
									
	
					時間がありすぎると不幸になる人
											2023年10月23日
									
	
					かながわペイ第３段最短終了、ＡＩで過去比較
											2023年9月7日
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